
項番 契約日 件名
工期末

（履行期限）
契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 3月6日
庁舎1、2階及びすみだリバーサイド
ホール改修に伴う設計業務委託

令和7年6月30日 株式会社山下テクノス 129,800,000

　本業務を行うに当たり「特定建築等設計業務に関
する設計業者選定要領」に基づくプロポーザルを実
施し、指定事業者を選定した。（※令和6年1月25日
付け5墨総総第1398号決定）

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

公共施設マ
ネジメント
推進課

2 3月19日 庁舎高圧ケーブル引替工事 令和7年3月31日
株式会社きんでん　東
京支社

6,930,000

　本工事は、区庁舎の性質上、停電に伴う影響を最
小限にとどめるため、限られた時間に確実な施工が
求められている。指定事業者は庁舎の電気設備点検
を行っており、当該設備を熟知しているため、高圧
受電盤内の狭い空間内において、本工事を短時間で
確実かつ安全に施行できる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

総務課
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